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選挙管理委員会告示

宮崎県選挙管理委員会告示第48号
　宮崎県議会串間市選出議員の欠員による宮崎県議会串間市選出議
員補欠選挙を次のとおり執行する。
　　平成29年９月29日
　　　　　　　　宮崎県選挙管理委員会委員長　吉　瀬　和　明
１　選挙の期日　　　　　平成29年10月８日
２　選挙すべき議員の数　　　　　　　１人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県選挙管理委員会告示第49号
　平成29年10月８日執行の宮崎県議会串間市選出議員補欠選挙に用
いる投票用紙の様式は、次のとおりである。
　　平成29年９月29日
　　　　　　　　宮崎県選挙管理委員会委員長　吉　瀬　和　明　

　備考
　　１　大きさは、たて12.8センチメートル、よこ８センチメート

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県選挙管理委員会告示第51号
　平成29年10月８日執行の宮崎県議会串間市選出議員補欠選挙にお
ける選挙会の場所及び日時は、次のとおりである。
　　平成29年９月29日
　　　　　　　　宮崎県選挙管理委員会委員長　吉　瀬　和　明　
１　場所　宮崎県串間市大字西方5550番地　串間市役所３階大会議
　　　　室
２　日時　平成29年10月９日　午前11時から
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県選挙管理委員会告示第52号
　平成29年10月８日執行の宮崎県議会串間市選出議員補欠選挙にお
けるポスター掲示場に公職選挙法（昭和25年法律第 100号）第 143
条第１項第５号のポスターを掲示できる日は、平成29年９月29日と
する。ただし、候補者届の受理後とする。
　　平成29年９月29日

　　　ルとする。
　　２　薄い青色の用紙に黒刷とする。
　　３　宮崎県選挙管理委員会の印は黒色とし、刷り込むものとす
　　　る。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県選挙管理委員会告示第50号
  平成29年10月８日執行の宮崎県議会串間市選出議員補欠選挙にお
ける選挙長及びその職務を代理すべき者として選任した者の住所及
び氏名は、次のとおりである。
　　平成29年９月29日
　　　　　　　　宮崎県選挙管理委員会委員長　吉　瀬　和　明　
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宮崎県選
挙管理委
員会之印

選　　　挙　　　長 選挙長の職務代理者

住　　　所 氏　名 住　　　所 氏　名

宮崎県宮崎市月
見ヶ丘４丁目４
番12号

吉瀬　和明 宮崎県宮崎市南
方町垣下 522番
地

横山　幸子
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　　　　　　　　宮崎県選挙管理委員会委員長　吉　瀬　和　明　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県選挙管理委員会告示第53号
　平成29年10月８日執行の宮崎県議会串間市選出議員補欠選挙にお
いて、宮崎県議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例
（平成22年宮崎県条例第７号）第２条の規定により発行する選挙公
報の候補者の氏名等の掲載の順序を定めるくじを行う場所及び日時
は、次のとおりである。
　　平成29年９月29日
　　　　　　　　宮崎県選挙管理委員会委員長　吉　瀬　和　明　
１　場所　宮崎県串間市大字西方5550番地　串間市役所地下Ｃ会議
　　　　室
２　日時　平成29年９月29日　午後５時30分から
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県選挙管理委員会告示第54号
　平成29年10月８日執行の宮崎県議会串間市選出議員補欠選挙にお
ける開票の事務と選挙会の事務は、併せてこれを行わないので、公
職選挙法（昭和25年法律第 100号）第79条第２項の規定により告示
する。
　　平成29年９月29日
　　　　　　　　宮崎県選挙管理委員会委員長　吉　瀬　和　明　
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